
大子町立大子中学校部活動運営方針（令和５年度１０月改訂） 

 

1 はじめに 

平成３０年３月スポーツ庁は、「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」を策定し、そ

の「前文」において、運動部活動の教育的意義の重要性を認めつつも、教育課題の複雑化・多様化、教

職員の働き方改革の必要性、少子化等の今日的な課題に対応していくことの困難さも指摘している。

そのような現状から国の「ガイドライン」が示され、学校の設置者である町は「大子町中学校部活動運

営方針」を策定した。 

本校では、この「大子町中学校部活動運営方針」を受けて、本校の様々な課題を解決しつつ、部活動

をより一層効率的・効果的に行い、生徒の健全な成長を支え、これまで以上に成果を上げることを目指

して「大子町立大子中学校部活動運営方針」を定めることとした。 

 

２ 本校の目指す部活動 

○ 部活動を通して、未来を創り出す資質・能力を育み、自分らしく健全に生きていくことができる生

徒の育成を目指す 

○ 教育課程との関連を十分に図るとともに、生徒や学校、地域の実態に応じて、工夫をしながら活動

を推進する 

○ 生徒一人一人が、将来のキャリア形成に必要な姿勢や態度等を体感、会得する 

 

３ 運動部活動の設置及び加入方針 

本校における部活動の設置（新設、統廃合を含む。）については、生徒、教職員、保護者、地域等の

実態に応じ、校長の判断で行う。 

また、部活動は「生徒の自主的、自発的な参加により行われる」ものであることに鑑み、生徒の部活

動加入については、「自主選択制」を原則とする。 

特別な事情により、新入生の正式入部前の部活動への参加は、学校長の許可を得て活動することが

できる。 

 

４ 活動計画の立案 

本校の各顧問は、「部活動年間活動計画・休養日設定確認表」【別に定める】を用いて、年間の活動計

画（平日及び休日における活動日、休養日及び参加を予定する大会等）を年度初めに、「活動計画・活

動実績」【別に定める】により、毎月の活動計画、活動実績報告書（活動日時・場所、休養日及び大会

参加日等）を毎月末に作成し、校長に提出する。校長は、学校方針・年間活動計画・月間活動計画・月

間活動実績を学校ホームペーへ掲載し公表する。また、毎月の活動計画・活動実績により、部活動の活

動状況を把握し、適切に部活動が運営されるように適宜指導助言を行う。 

 

 

 

 



５ 休養日、活動時間及び運用方法 

＜休養日＞ 

休養日は、以下の通りに設定し、遵守する。 

⑴  学期中（長期休業日を除く。）は週当たり３日以上の休養日を設ける。（平日は少なくとも１日、

土曜日及び日曜日（以下「休日」という。）はいずれか１日以上を休養日とする。また、休日に

大会参加等で１日の上限を超えて活動した場合は、他の休日に休養日を振り替える。ただし、総

合体育大会、新人体育大会、吹奏楽コンクール、アンサンブルコンテストの１か月前については、

この限りではない。 

⑵ 長期休業中における休養日の設定は、学期中（長期休業日を除く。）に準じた扱いとする。全体

の活動日数は、長期休業全体の半分以内とする。また、生徒が十分な休養を取るとともに部活動以

外にも多様な活動が行えるように、ある程度長期の休養期間（オフシーズン）を設ける。学校閉庁

日（8/13～8/15、11/13、12/27・12/28）及び夏季休業最後の平日３日間は部活動を行わない。 

＜活動時間＞ 

以下に示した上限の範囲内で、できるだけ短時間に、合理的かつ効率的・効果的な活動となるよう活

動時間を設定する。（練習試合や大会等の当日を除く。） 

⑴ 平日の活動時間は、２時間を上限とする。（長期休業日を含む。） 

⑵ 休日及び祝日の活動時間は、３時間を上限とする。 

⑶ 活動時間には、準備、片付け、移動時間を含まない。 

⑷ 生徒の心身の疲労が解消できる十分な休養を取るための時間の確保や、学校生活に支障をきた

さないようにするため、また、保護者の負担を軽減するため、朝練習は原則実施しないこととす

る。ただし、部活動に設定されていない「大子町陸上競技大会」及び「中央地区駅伝競走大会」の

練習に限り、大会前１か月間の朝練習を許可するものとする。 

＜運用＞ 

活動時間は、週３日の休養日（平日２日、休日１日）を原則とし、１週間の総練習時間が１１時間を

超えないようにする。なお、休日に大会参加や練習試合等を実施し、休養日を確保できなかった場合に

は、原則翌週の休日に休養日を設ける。 

（例）休日に大会等が続く場合には、後４週間の中で休養日を設ける。 

＜留意点＞ 

⑴ 部活動の休養日は、上記の原則を踏まえた上で、長期休業中も含めて、学校で同一の曜日に設定

したり部活動毎に曜日を設定したりするなど、実態に即して校長が判断する。 

⑵ 定期テストや実力テストの前や地域行事期間等は、学校の実態に応じて、「テスト前の休養日」

や「地域行事期間の休養日」等として、休養日を設ける。 

⑶ 当初計画していた休養日に、やむを得ず活動する場合は、校長の了承を得た上で、生徒及び保護

者の同意を得て実施し、別の日に代わりの休養日を設ける。 

⑷ 上記の休養日等を確保するために、参加する大会数を精査する。県総体や県新人戦を含め、月１

大会程度を目安とする。 

 

 



 

６ 安全対策 

⑴ 顧問は、活動の前後に健康観察を行い、常に生徒の健康及び安全の確保に努める。また、練習場所

や練習設備、用具等について、安全確認を実施する。 

⑵ 顧問は、万が一に備え、本校の「学校危機管理マニュアル」を参考にしながら、緊急対応について

も対処の仕方を確認する。 

⑶ 顧問は、以下の点に留意し、部活動における熱中症事故の防止等、安全確保を徹底する。 

① 気象庁や環境省から熱中症警戒アラートが発せられた場合、運動部活動は原則として行わない。 

② 実施が可能と判断し活動する際にも、活動場所に熱中症指数計を持参する。暑さ指数（ＷＢＧ

Ｔ）の値が３１℃を超えた場合、活動を中止する。 

③ 活動は、生徒の健康管理を第一優先に考え、参加生徒の健康観察を実施し、長時間のランニング

や激しい運動は避け、こまめな水分・塩分の補給や休憩の取得等、生徒の健康管理を徹底する。 

④ 万が一、熱中症の疑いのある症状が見られた場合には、早期の水分・塩分の補給や体温の冷却、

病院への搬送等、迅速かつ適切な対応を行う。 

 

７ その他 

⑴ 文化部（吹奏楽部、文芸部）の活動についても以上の方針を適用する。 

⑵ この方針は、平成３０年１０月１日から運用を始める。 

⑶ 令和元年９月１日一部改正。 

⑷ 令和４年４月１日一部改正。 

⑸ 令和５年４月１日一部改正。 

⑹ 令和５年１０月２３日一部改正。 


